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令和８年４月２４日 

子ども・若者部  

児 童 相 談 所 

 

一時保護所分園の整備について 

 

１ 主旨 

  一時保護所は、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の

状況やその置かれている環境その他の状況を把握するため、児童福祉法第１２条の４に

基づき設置することとされた施設である。 

区の一時保護所は、児童相談所開設時（令和２年度）より定員を２６名に設定し運営し

てきたが、近年の保護児童数の増加による定員超過や、個室が確保できないことによる

子どものプライバシー確保の課題、職員の執務スペースの狭隘化（事務スペースや職員

の休養スペース、ロッカールームの不足等）等、様々な課題が生じている。 

そのため、これまでの保護実績等を踏まえ一時保護所定員数を再設定した上で、上記

の課題解消（主に定員超過と個室の確保）を図る緊急的な対応として、一時保護所の分園

を令和１０年３月の開設に向けて整備する。 

 

２ 一時保護所定員の再設定等について 

（１）現状（一時保護の状況） 

令和７年度（速報値）における一時保護所の平均在所人数は２５人と定員２６名

とほぼ同程度となっており、また、各日でみると定員超過になっている日も多く見

られる状況にある。 

 
 

（２）保護実績等を踏まえた定員の再設定 

上記の表のとおり在所人数の変動幅は大きいが、各年度の平均在所人数に対し２

割の余裕を持たせた定員とすれば、ほとんどの期間を定員内に収めることができる。 

 今後在所人数が増加した場合でも、適切に子どもの環境を確保した上で保護して

いくため、平均在所人数が最も多かった令和７年度に対して２割の余裕を持たせら

れるように定員を３２名以上に設定する。 

＜平均入所率＞ ※令和７年度（速報値）の平均在所人数で計算 

現行（２６名定員） ２５人（平均在所人数）÷２６名（定員）＝９６．２％ 

３２名定員の場合  ２５人（平均在所人数）÷３２名（定員）＝７８．１％ 

以上の考え方に加え、敷地面積や職員体制といった諸条件を踏まえ、一時保護所

の定員を３２名に再設定する。 

 

（３）本園・分園のそれぞれの定員設定 

本園については、子どもの安全・安心を確保する観点から、男子及び女子につい

ては原則個室とすることを前提に、現状で確保可能な個室数にあわせて男子８名、

女子６名とし、幼児６名を加えた計２０名を定員とする。併せて、原則個室とし、 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度速報値

平均在所人数 17.8人 21.5人 22.3人 22.8人 25.0人
定員(２６名)を超えた日数 1日 4日 56日 40日 132日
最多在所人数 27人 27人 29人 30人 35人
最少在所人数 10人 14人 12人 16人 14人
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定員数を整理することにより、子どものプライバシーを確保していく。 

分園については、敷地面積より各階１ユニット６名定員、男子６名、女子６名の

計１２名とし、一時保護所本体とあわせて定員３２名とする。 

   〇最多在所人数への対応 

これまでの最多在所人数は令和７年度の３５人であり、今後も一時的に定員を超

過することは考えられる（令和７年度実績では、３２名を超過した日数は１３日間）。

定員超過が生じた際は、保護所内の静養室や面接室等を活用し個室を確保した上で

臨時的な受け入れを行うなど、柔軟に対応していく。 

 変更前 

（現行） 

変更後 

本園 分園 合計 

男子 １２名 ８名 ６名 １４名 

女子 ８名 ６名 ６名 １２名 

幼児 ６名 ６名 ― ６名 

合計 ２６名 ２０名 １２名 ３２名 

 

３ 整備方針の概要 

  児童相談所との連携を保つ範囲に所在する区有施設を活用し、一時保護所分園を整備  

（内部改修工事等）する。なお、その設備及び運用については、「世田谷区一時保護施設

の設備及び運営の基準に関する条例」を適用する。 

 

４ 児童相談所、一時保護所本園及び分園間における連携について 

一時保護中には、児童福祉司、児童心理司、医師等により子どもの面接や検査等が行 

われる場合も多く、児童相談所と一時保護所とで打合せを行い、子どもの行動観察、生

活面のケア、学習や通学支援等について十分に連携していく。 

なお、一時保護所本園と分園は、基本的には共通の考え方で子どものケアや支援を行

うこととなるが、入所する子どもの特性や状況等を踏まえ施設を使い分けるなど、両施

設間で連携・役割分担を密に行い運営していく。 

 

５ 一時保護所分園設置に伴う職員体制確保について 

職員については、現在の一時保護所と同様に、「世田谷区一時保護施設の設備及び運営

の基準に関する条例」に規定される職員（管理者、児童指導員、保育士、嘱託医、看護

師、心理療法担当職員、学習指導員、栄養士、調理員）に加えて、日中や夜間の会計年度

職員など、一時保護所を２４時間３６５日安定して運営するために必要な職員を配置す

る。（分園に配置する職員数（会計年度任用職員含む）は、６０名程度となる見込み。） 

なお、分園の開設にあたっては、職員確保の状況等を踏まえながら、１ユニットずつ

の段階的な開設も想定する。 

 

６ 概算経費（施設整備費） 

 （１）概算事業費     ３５２，５００千円 

    ＜内訳＞設計費     ３３，８００千円※ 

        撤去工事費  ４０，０００千円※ 

改修工事費 ２７８，７００千円 

     ※設計費及び撤去工事費については、令和８年第２回区議会定例会において、

補正予算案を提案予定。 

 （２）特定財源 １３６，１８２千円（国庫補助金） 
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７ 一時保護委託の状況等について 

  児童の一時保護に際しては、里親や児童養護施設、他自治体等への一時保護委託を可

能な限り活用しており、当該委託についても増加傾向にある。しかしながら、児童の特

性や状況、受入先に空きがない等の理由により委託が難しい場合は当区の一時保護所で

保護することとなり、一時保護件数全体の増加も相まって定員超過の一因となっている。 

  令和７年度から乳幼児短期緊急里親（モデル事業）を開始したところであるが、今後

の一時保護件数増加に対応するため、里親登録数を増やすための普及啓発等、一時保護

委託のさらなる拡充に向けて取組みを推進していく。 

 

８ 中長期的な対応について 

現一時保護所（本園）は、１０年後の令和１８年に築６５年を迎える。加えて、この

度の分園整備により、定員超過や子どものプライバシー確保等の一部の課題は解消が見

込まれるものの、執務スペースの狭隘化等、環境面の課題の解消は難しい。そのため、引

き続き、一時保護に係る傾向を分析し、中長期的な視点から適正な定員数、職員体制を

明らかにした上で、一時保護所の抜本的な課題解消に向け、児童相談所との将来的な一

体化も視野に入れながら一時保護所整備にかかる検討を進めていく。 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

   令和８年６月  第２回区議会定例会に補正予算案を提案予定 

       ７月  設計委託契約（基本設計、実施設計、用途変更届 等） 

      １２月  工事請負契約（撤去工事） 

令和９年３月  撤去工事完了 

       ７月  工事請負契約（内部改修工事） 

  令和１０年２月  内部改修工事竣工 

       ３月  一時保護所分園の運営開始 


